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藤沢市保健所 保健予防課 

 

～認知症になっても安心して暮らせる藤沢市へ～ 

若年性認知症といわれたら・・・ 

 

 

 

 

 

認知症は高齢者だけではなく、６５歳未満の働き盛りの世代でも発症します。 

ご本人・ご家族を支えるためには、介護保険のサービスだけでなく、医療や障がい 

福祉サービス、就労や家計に関する相談の場など、生活を支えるための情報が 

必要です。そして、ご本人やご家族を孤立させない地域の理解や見守りが何より 

大切になります。 

 

若年性認知症支援 

コーディネーター 

 

湘南東部総合病院 

医療社会サービス部 

(認知症疾患医療センター) 

０４６７－８３－９０９１ 

住所 茅ヶ崎市西久保５００  

 

ご本人・ご家族から医療、就労、様々な

制度やサービス、生活上の困りごとの相

談や、支援に関わる調整などを行う総

合的な相談窓口になります。 

 

藤沢市保健所 

保健予防課 

 

０４６６－５０－３５９３ 

住所 藤沢市鵠沼２１３１－１ 

 

若年性認知症に関する相談窓口になり

ます。 

まずはこちらにご相談ください。 

若年性認知症に関する主な相談窓口です。 
 



１.「障がい福祉サービスを利用したい」 

若年性認知症と診断されると、障がい者手帳（精神障がい者保健福祉手帳）の申請や障がい 

福祉サービスが利用できる場合があります。 

  就労支援や在宅生活のサービスなどのご相談やご利用については、藤沢市障がい者支援課まで 

お問い合わせください。 

＊障がい者地域相談支援センターへのご相談は市民センターではなく、各相談機関に直接お問い 

合わせください 

相談先 

住所 

（上段） 電話番号 

（下段） ＦＡＸ 

藤沢市障がい者支援課 

藤沢市朝日町１－１ （市役所本庁舎２階） 

０４６６－５０－３５２８ 

０４６６－２５－７８２２ 

北部障がい者地域相談支援センター かわうそ 

藤沢市湘南台１‐８藤沢市湘南台文化センター内 2階 

０４６６－５４－９０２０ 

０４６６－５４－９０２１ 

中部障がい者地域相談支援センター ふらっと 

藤沢市善行１‐２‐３善行市民センター内１階 

０４６６－８０－５２５０ 

０４６６－８２－７３２１ 

東南部障がい者地域相談支援センター おあしす 

藤沢市本町１‐１２‐１７F プレイス内１階 

０４６６－５５－１３９９ 

０４６６－５５－１３９９ 

西南部障がい者地域相談支援センター つむぎ 

藤沢市辻堂西海岸２‐１‐１７辻堂市民センター内１階 

０４６６－５２－４４５６ 

０４６６－５２－４４７６ 

藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所 チャレンジⅡ 

藤沢市辻堂神台１‐３‐３９タカギビル３階 

０４６６－９０－５６７２ 

０４６６－９０－５６７３ 

   

２．「経済的な不安を解消したい」 

相談先 内容 電話番号 

福祉総合相談支援 

センター 

経済的なこと、成年後見制度など、

様々な問題を抱え生活に困ってい

る方の自立を支えるための相談窓

口です。 

地域共生社会推進室 

０４６６－５０－３５３３ 

   医療費についての相談 

事業名 内容 相談先 

 

自立支援医療 

（精神通院医療） 

精神疾患(若年性認知症)があり、

通院医療を受けている方。ただし、

一定所得以上の世帯の方は、対象

外となる場合があります。指定をし

た医療機関(薬局・訪問看護事業

所を含む)を利用するときに、医療

受給者証を提示することで、自己

負担が原則 1割負担となります。 

 

藤沢市障がい者支援課 

０４６６－５０－３５２８ 

令和7年4月1日から地域福祉推進課に課名が変わりました



給付金・手当など 

傷病手当金 加入している健康保険・職場担当者へご確認ください 

雇用保険 

（失業等給付） 
ハローワーク藤沢  ０４６６－２３－８６０９ 

障がい年金 

初診日に厚生年金加入の方 

または国民年金第３号被保険者 

藤沢年金事務所 

０４６６－５０－１１５１ 

初診日に共済組合加入の方 各共済組合 

初診日に国民年金加入の方 

藤沢市保険年金課 

０４６６－５０－３５２１ 

住宅ローン 

生命保険 

加入している住宅ローンや生命保険会社等へご確認ください 

若年性認知症の診断を受けたことによって、ローンの返済免除や高度障害保険金を

受け取ることができる場合があります。  

 

３．「介護保険のサービスを知りたい」 

４０歳～６４歳の方で、「認知症」と診断され、介護が必要となった時に、介護保険の申請ができる 

場合があります。介護保険のサービスについてはこちらへお問い合わせください。 

相談先 内容 電話番号 

藤沢市介護保険課 

要介護等認定申請の手続きに

ついて 

（認定担当） 

０４６６－５０－３５２７ 

介護保険サービスについて 

（総務・給付担当） 

０４６６－５０－８２７６ 

 

いきいきサポートセンター

（地域包括支援センター） 

 

 

介護保険サービスの利用の仕方

やサービスの種類について 

お住まいの地域により、担当と

なるいきいきサポートセンター

が異なります。 

藤沢市高齢者支援課 

０４６６－５０－３５２３ 



４．「仲間とつながりたい 認知症になってもいきいき暮らしたい」 

  家族会や本人の集まりで仲間作りをしましょう。ご家族が孤立することなくご本人が今まで好きだった 

ことを「認知症だから」とあきらめずに、自分らしく地域の中で暮らしていけるつながりや新しい出会い、 

支えあえる仲間を大切にしましょう。家族会・本人の会についてはこちらにお問い合わせください。 

 

相談先 電話番号 

 

藤沢市保健予防課 

 

 

 

  

 

 

０４６６－５０－３５９３ 

藤沢市高齢者支援課 ０４６６－５０－３５２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 ： 藤沢市保健所 保健予防課 電話 0466-50-3593   

このパンフレットは若年性認知症と診断されても、「支援の対象者」ではなく、その人

らしく、地域の繋がりの中で豊かに暮らしていける藤沢市を目指し、ともに考え・支え

あい・作っていくことのきっかけになってほしいという願いを込めて作りました。 

ご本人も、ご家族も孤立することなく安心して暮らしていけるように一緒に考えてい

きましょう。 




